
第１9 回踊っこまつりに併設 

 

《開催概要》 
踊っこまつりは加古川で開催される最大級の事業に成長いたしました。踊っこまつり振興会では、

この祭りに参加される約１４万人を超える観客や踊り子の皆さんにもっと楽しんで頂くとともに、

東播磨の名品・名産・名店を知って頂く機会として「おどっこ市」を併設しております。この「お

どっこ市」は、東播磨の名品・名産・名店の販売や紹介、まつりを盛り上げる模擬店、フリーマー

ケットで他市・他県からの参加者に、加古川市をはじめ東播磨の知名度アップに貢献しようとする

ものです。 
 
開催日時   平成２９年５月３・４日(水・木) 午前１０時～午後９時 
開催場所   加古川市役所前広場 
主催団体   特定非営利活動法人踊っこまつり振興会 

《出店資格》   
踊っこまつりに賛同する東播磨の事業所及び市民団体等 
※ 出店希望が多くなり地元の方の出店を優先させる為、東播磨以外の

方の出店はお断りしております。申し訳ありませんがご了承下さい

ますようお願い申し上げます。 
※ 東播磨の方でも露天商の方等はこれまでどおり出店できません。 
 

出店費用   ◯物産・情報・飲食エリア・・・原則２日間出店です 
１区画(3.6m×3.6m) 21,600 円(消費税込) 
テント及び電気(電灯のみ)配線・机２・イス４の経費 
※電気器具使用する場合のコンセント設置工事 

2kw につき 3,240 円(消費税込)・・発電機の持込は禁止 
◯フリーマーケットエリア(食品の製造販売は禁止) 

１区画１日 1,000 円・・事務経費 
 

募集店舗数  物産・情報エリア・・・・・・・・・・・・２０店 
       飲食エリア(露天営業許可が必要です) ・・・４０店 
       フリーマーケットエリア・・・・・・・・・６０店 
 
出店申込書  同封の出店申込書を説明会(別紙参照)で提出頂くか、ＦＡＸ又はＥメ

ールでお届け下さい。ただし、説明会に参加できない新規出店希望

者は、出店をお断りする場合があります。 
特定非営利活動法人踊っこまつり振興会 
ＦＡＸ ０７９―４３６－４３５１ 
E メール n-odokko@bb.banban.jp 



出 店 申 込 方 法 
新規に出店を希望される方は、出店申込書を平成２９年３月２０日までに FAX またはメールで

下記へ送付してください。継続の方は平成２９年３月５日までにお願いします。 
なお、電話での受付はいたしません。 

特定非営利活動法人踊っこまつり振興会 
「おどっこ市」係 

ＦＡＸ番号 ０７９―４３６－４３５１ 
Ｅメール  ｎ－ｏｄｏｋｋｏ＠ｂｂ．ｂａｎｂａｎ．ｊｐ 

 
フリーマーケットへの出店を希望される方は、下記へ申し込んでください。 

三枝 都希子 
ＦＡＸ番号 ０７９―４３７―３８２８ 

Ｅメール ｎｐｋａ２９１９２＠ｌｅｔｏ．ｅｏｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ 
 

 

お願い 

1、 飲食店を経営している方が露店で営業する場合は露店営業許可が必要です。許可をお持ち

の方は許可証（露店営業）のコピーを提出して下さい。許可の無い方は出店できませんの

で、出来るだけ早急に許可を取得して頂きますようお願い致します。露店営業許可は５年

間有効とのことですので踊っこまつり以外のイベントに出店することもできます。 
＜露店営業許可申請等についての問い合わせ先＞ 
加古川市加古川町寺家町天神木 97-1 兵庫県加古川総合庁舎 3 階 
兵庫県加古川健康福祉事務所 食品薬務衛生課 ℡ ０７９－４２２－０００４ 
＊申請から許可証が出るまで一週間程度のお時間がかかります。 

2、 商品搬入及び搬出の方法や時間については説明会でよく確認してください。ただし、当日

の進行具合によっては説明会等の打合せを変更することも有りますので、この場合は当日

の係員の指示に従ってください。 

3、 観客数が大変多くなっておりますので、商品等の数量を十分検討して祭の前半で完売にな

らないようにお願いします。少なくとも夕方までは頑張ってください。 

4、 踊っこまつりは午後９時に終わりますが、その後チームの交流がしばらく続きます。飲食

の店舗を出されている方は出来れば９時過ぎまでお付合いください。 

5、 踊っこまつりではゴミは各自持ち帰りを原則としており、会場内にはゴミ箱は設置しませ

ん。観客や踊り子の皆さんにもお願いしておりますが、各店舗の周辺のゴミはそれぞれで

回収してお持ち帰り下さい。ゴミが出ない・出さないまつりにご協力願います。 

6、 おどっこ市は加古川市から市役所前広場の使用許可を受けて開催していますが、その許可

条件のひとつに露天商を出店させないこととあります。このため出店については、振興会

が「露天商または露天商に近い」と判断した場合は、出店をお断りし又は出店許可を取り

消す場合があります。また、「暴力団の排除の推進に関する条例」に基づき誓約書の提出を

お願いしております。 

7、 出店数等は今後の企画により変更になることも有りますのでご了承ください。 

 

 


